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事業計画の作成に

際し適正かつ合理

的な土地利用を図

る上で留意した事

項 

① 動物の移動も考慮に入れた残置森林をできるだけ分散配置し、かつ外周部に

は約 30m 幅の残置森林を計画した。 

② 残置森林を全体で 40%以上確保した。その森林を、近隣住民が里山環境に直接

触れる場として提供し、大沢小学区、川前小学区の両区が利用あるいは交流

する場として利用していただく場と想定している。 

③ 造成計画ならびに周辺水路の状況を踏まえて、防災調整池設置指導要網に則

って、防災調整池を計画した。 

④ 害獣からの近隣農業への被害防止ならびに発電施設に係る安全対策としての

ネットフェンスの配置を計画した。 

⑤ 用地内の生態系を可能な限り保全すべく、今後の環境影響評価結果を踏まえ

て、動植物およびその生息環境の保全に努める計画を策定する。 

⑥ 資材搬入、工事施工時に騒音、振動、粉塵の被害と交通事故に配慮する様計

画する。 

事業区域内に確保

する緑地 
面積：80.0 ha 事業区域内に残置す

る森林 

面積：79.0 ha 

率： 67.0   ％ 率：69.2     ％ 

斜度 30 度を超える土地の有無    有 ・ 無  (9.4 ha) 

汚水及び雨水の放

流先，処理施設の

有無，並びに処理

施設の概要 

汚水 無 

雨水は芋沢川と蒲沢川を経由して広瀬川に流入 

開発事業の実施に

ともなって発生集

中が見込まれる自

動車交通量 

最大 1 日当り 16 台 （内大型車 6 台） 

(土木工事用重機 2 台 パネル運搬時 4 台、 作業員用車輌 10 台) 

事業区域内の給水

に係る取水計画の

概要 

無 

開発事業の実施に

際し必要と見込ま

れる許認可等の名

称 

土壌汚染対策法第 4 条 1 項の届出、農地法第 5 条の許可、 

森林法第 10 条の 2 第 1 項の許可 

宮城県大規模開発行為に関する指導要網に基づく手続きの実施 

仙台市環境影響評価条例に基づく影響評価の方法書等の提出 

道路法第 24 条に基づく承認、同法 32 条に基づく許可 

連 絡 先 住 所 東京都港区六本木 3 丁目 16 番 26 号 ハリファックスビル 6 階 

担当者 

 

所属：UNIVERGY 株式会社 電話：03-6229-3390 

氏名：林 浩輝 Fax：03-6229-3391 

備考 
 １ 添付図面 
  (1)事業区域の位置を明らかにした縮尺１：10,000 以上の位置図 
  (2)事業区域の区域を明らかにした縮尺１：5,000 以上の地形図 
  (3)事業区域における土地利用の現況を明らかにした縮尺１：5,000 以上の地形図 
  (4)造成計画の概要を明らかにした縮尺１：5,000 以上の平面図及び断面図 
  (5)事業区域における土地利用計画の概要を明らかにした縮尺１：5,000 以上の平面図 
  (6)設置を予定する工作物の種別，規模その他の概要を明らかにした縮尺１：2,500 以上の平面図

及び立面図 
  (7)発生集中自動車交通に係る主要な移動経路を明らかにした縮尺１：10,000 以上の平面図 
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 ２ 事業区域内の土地の登記事項証明書（写しで可）および借地等の場合は所有者の同意書を別途

提出すること 
 ３ 再生可能エネルギー発電事業については，事業者の住民票（法人である場合はその登記事項証

明書），資金計画書及び事業経歴書を別途提出すること 
 ４ 本条例の手続きについて事業者以外に委任する場合には，事業者より委任状を別途提出するこ

と 
 ５ 用紙の大きさは，添付図面については日本工業規格 A３とし，それ以外のものについては A４

とすること 


